
広がるリニアファシズム大鹿2019 （2020/03/29相模湖）	

村の口封じ政策と住民弾圧の今	

2019年4月	 「役場の印刷機の使用停止」という検閲	

「村に反対するものを印刷させるのはどうか」という指摘が入り、印刷機の一般貸出を取りやめる。

６月議会に陳情を出したが、不採択。 

2019年7月	 村議会が地権者個人にJRとの協議を促す書面を持参	 （別紙２）	

2019年7月「南アルプスにリニアはいらない」書籍の撤去	

『くい違う3者の言い分』	 （大鹿の十年先を変える会	 モニターレポートより抜粋）

〜「南アルプスの未来にリニアはいらない」が撤去された経緯〜	

「たまたま行ったらJRの室長がいた」	

	 物販コーナーを撤去した島﨑英三教育長に電話で問い合わせた。教育長が撤去した理由は、販売

は委託の範囲内にないからという。販売物の管理は以後教育委員会がするというのは、職員の方も

言っていた。そうはいっても、JR東海の室長といっしょに行ったのではないかと聞くと、そうでは
なく「たまたま行くとJR東海の室長がいた」のだという。都合よく居合わせるなんてことがあるの
かと聞くと、「わからない」。では誰から言われて教育長はろくべん館に足を向けたか。 
「リニア対策課」というのが答えだった。何かこれまで問題があったのかと言えば、そうでもなさ

そうだ。あるとしたらJRにとって目障りだということにしか過ぎない。これは村の自治へのいわゆ
る「内政干渉」ではないか。 

JRの室長が指摘	

	 翌日、直接ろくべん館に向かって職員のNさんに事実関係を聞いた。６月１２日にJR東海の研修
があり、JRの職員が館にやってきた翌１３日、室長の太田垣宏司さんが館に現れた。まっすぐ販売
コーナーに行き、「今後ツアーも来るのにこういうの置いておくのまずいでしょう」と本を指して

言ったという。Nさんが理由を聞くと、「あなたに言ってもしょうがない」といったん引き揚げ、
島﨑教育長を連れてきた。島﨑さんも「これはまずい」と言ったというのだが、昨日の話とは食い

違う。Nさんとしては、「置いちゃだめというなら筆者（宗像充）に説明してほしい。ものを売っ
ちゃだめというなら全部撤去する」と言ったという。後日「上と相談する」と引きあげた島﨑さん

から、全部撤去することが伝えられた。ちなみに、この問題が持ちあがったのが６月で、事実関係

をはっきり確認したのが１０月１０日なので、４カ月間も村は放置していたことになる。この点に

ついて島﨑さんは前日謝罪していた。あと、教育行政は村行政とは独立しているので、島﨑さんが

「上と」相談するのは意味は不明。なおろくべん館が販売コーナーを設置しているのは、「おみや

げコーナーを置いてほしいという要望に答えた」ものだという。マージンはとっていない。 

リニア対策室「私が気づいて指摘した」



	 誰が撤去を指示したのか、話が見えなくなった。そこで大鹿村のリニア対策室の岩間洋さんに問

い合わせた。そうすると「私が直接行って、そもそも販売できるものなのかと教育委員会に確かめ

た」という答えが返ってきた。何でも「工事のときに」気づいたが「前も気づいていた」ともいう。 
岩間さんはリニア対策室だが、どういう立場で指摘したのかと聞くと「役場の職員として」という。

「博物館にはミュージアムショップがあったりする中で、どうして大鹿村の施設では販売ができな

いのではないのかと思ったのか」と聞くと、しどろもどろになって「わかりません」。「JRに言わ
れて教育委員会に連絡したのでは」と聞くと「違う」という。「本当に？」と何度も念を押したが

否定する。そこでJR東海の分室に電話した。 

居留守作戦？	

	 このところ、JR東海大鹿分室は、電話をすると「録音をします」という音声が最初に流れるよう
になった。室長が太田垣さんに代わってからだ。また、小さな分室なのに、「いるかどうか確認し

ます」と返事があって、しばらくすると「いま所用で出ています」と言われることが度々ある。こ

のときもそうだったので、「ではいつ帰ってくるのですか」と聞くと、「わかりません」。 
なので、直接分室に出向くと、「しばらくお待ちください」と応接室に通された。そして、「ちょ

っと用事で出ていまして、失礼しました」と太田垣さんが出てきた。他にも同様の対応をされた方

もいる。もちろん感じは悪い。 

「まずいでしょ、とは言っていない」	

	 太田垣さんに教育長といっしょに行ったのかと聞くと、「いっしょに行った」という答えだった。

おやおや。「私どもとしては、ツアーの中で案内にも入れているので、こういう本があるのはつら

いかなあ、とは伝えました。まずいとは言っていません。本を売っていることは教育長に報告しま

した。村のリニア対策室には管轄はどこかと聞いただけで、教育長に連絡したのは私です。教育長

が自分が見に行くのに、私がついていった」この話が本当なら、島﨑教育長と岩間さんと言ってい

ることと食い違う。でもそもそもJR東海がうそを言う理由もない。Nさんと言っていることとは若
干ニュアンスが違うけど、おおむね符号する。太田垣室長としては、自分は指摘しただけで、どう

判断するかは村の問題、という。太田垣さんには、「言いたいことがあるなら直接ぼくに言ってく

れ」と伝えた。 

「外して下さいと言った」「つらいかなあ」とJRが言うのと、「まずい」と言うのと

言われるほうとしては大差はない気がするが、念のため再びろくべん館を訪問してNさんに聞いた。
Nさんは「外して下さい」「まずい」と太田垣室長が言ったのを覚えていた。	

大鹿村公認禁書～前村長も元静岡大学学長も登場	

ちなみに、今回大鹿村公認禁書となった『南アルプスの未来にリニアはいらない』は、雑誌「山と

渓谷」連載の人物インタビューをまとめたもの。出てくるのは、静岡大学元学長の佐藤博明さんや、

大鹿村前村長の中川豊さんもいて、何が問題があるのだろう。ユネスコエコパークの理念にも即し

ている。だいたいろくべん館ができたのは、中川さんが教育長のときのことだ。 



◆	大鹿迂回ルート紛争経緯◆	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2020/3/29＠相模湖	

	 ２０１６年 10月１９日村と JR東海は工事車両用通行等に関する確認書を結んだ。この
確認書は当時の地権者（前島正介）の預かり知らないところで作成されたものであり、内容

は JR 東海へのペナルティーなしの紳士協定。その第２条２項では「JR 東海は、左岸ルー
トを設置し、（中略）ただし、左岸ルートが運用供用されるまでは国道１５２号を利用する

ものとする」とされ、また第３項では「ルート上の用地に関しては、村が主体となり地主か

らの承諾を得るものとする」とある。いわば、大鹿村が所有者の承諾を得ずに、他人物賃貸

借の貸主となった。 
	 私達は地権者として村に謝罪を求めたが無視され、「迂回ルートは全村民の願い」と事実

と異なる大義を押し付けられた。その後１年間は村を介して JR東海と複数回書面でやり取
りをし、面談を繰り返した。地権者側から確認書に基づき環境保全に重点をおいた契約書（案）

も提出した。しかし JR東海の姿勢は始終「地権者提案のルールには従わないが土地は貸し
てほしい」といった非常識なものだった。 

◆迂回ルート紛争年鑑◆	

２０１４年	 大鹿村市場地区の市街地の工事車両の通行について、ＪＲの説明会で避けろと

いう意見が多く出た。教育関係者が対岸を通る（迂回ルート）ように提案。リニア対策委員

会では、残土置き場も決まらないのに迂回ルートを決めるなんておかしい、と反対の声が出

た（議事録にあり） 
 

２０１６年	 村長は地権者に了承を取らないまま、迂回ルートを明記した確認書を締結。議

会は４対３で了承。地権者の１軒（前島宅）が利用に台数や時間などの条件を出し、ＪＲ東

海は拒否。 
 

２０１８年	 迂回予定の既存生活道の沿道自治会が、既存道の工事車両通行取りやめの陳情

を議会に提出。議会は自治会役員を呼び出し、現行台数ならよいと言ったのを理由に、陳情

を全員一致で不採択。 
２０１８年	 地権者は公害調停を申請、その間にＪＲ東海と村は現行台数を一日６８台から

３００台まで引き上げた。 
２０１９年	 ５月３１日、公害調停の１回目でＪＲ側が話し合い拒否を通告。調停不成立。 
２０１９年	 7月村の議会より地権者宛に怪文書が届く。別紙２参照 
２０１９年	 ８月１日	 地権者を 3人子息に変更	 代表を前島久美とする。 
２０１９年	 ９月３０日付けでＪＲ東海と土地の賃貸借契約を締結。 
全文は旅舎（りょしゃ）右馬允（うまのじょう）の HPで公表。 



令和元年 7月 31日

リニア建設工事における迂回路用地交渉に関するお願い

長野県下伊那郡大鹿村大河原 3080

地権者	 前島正介	 殿
大鹿村議会議長	 伊東康

標記にある、リエア建設工事における迂回路用地交渉に関しまして、平成 30年 11月 7

日付けで長野県知事に対し中請されました、地権者前島正介氏と事業者である東海旅客鉄

道株式会社 (以下」R東海)と の間で公害防止協定を締結することを求めた調停が、不調に

終わつたとの報告を大鹿村より受けました。

リニア建設工事による残土運搬車両の通行に関して、」R東海は当初県道赤石岳公園線等
を使用したいと表明していましたが、沿線住民の負担軽減のために小渋川左岸に迂回路を

作り通行してもらいたいという村民からの要望が強かつたため、事業者がこれを受け入れ、

平成 28年 10月 に交わされた工事用車両通行等に関する確認書に明記されたものです。

私共村議会としても小渋川左岸の迂回路実現は村民全体の願いと認識しています。

確認書には迂回路の用地交渉は村が行 うとされていますが、交渉の手順や条件の認識等

で地権者と村、事業者との間に乖離があり、円滑な交渉ができていないことは、村議会とし

ても当事者双方 (三方)から聞き及んでいるところです。

」R東海は交渉の期限を今年 9月 末としているようですが、この迂回路設置が実現しなか

つた場合には、」R東海の当初の方針通り県道を使つて残土運搬をすることが見込まれ、た

とえ県により県道の改良工事がなされたとしても沿線住民の負担は増大し、不利益となる

ことは明白です。

過去の経緯はあろうかと存じますが、村民の利益となる迂回路設置の実現を最優先とし

て協議を進めるよう努めていただきたく、下記について大鹿村議会議員全員の名において

お願い中し上げます。また地権者が求める条件について、議会として賛同できる部分につい

ては最大限の後押しをさせていただく所存ですのでよろしくお願いいたします。

記

1.地権者ご本人のご意見をお聞きするため、村議会議員との懇談をお願いしたいこと
2.地権者ご本人 (代理人だけでなく)と 、事業者である」R東海、大鹿村の三者が同席の

上で迂回路にかかる用地交渉の協議を行つていただくこと

以 上


